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人 口 調 べ

( 昭和52年8 月1 日現在)

世 帯　204, 625
人 口　623, 074
男　315, 470
女　307, 604

( 前月より69人減)

九
月
十
五
日
は
敬
老
の
日

健
康
で
生
き
が
い
の
あ
る

楽
し
い
老
後
生
活
を

九
月
十
五
日
の
「
敬
老
の
日
」
か
ら
二
十
一
日
ま
で
は
、
老
人
福
祉
週
間
で
す
。
区
で
は
こ
の
期
間

を
巾
心
に
、
お
年
寄
の
長
寿
を
祝
い
、
敬
老
思
想
の
普
及
を
は
か
る
た
め
、
各
種
の
行
事
を
実
施
し
ま

す
。
ま
た
、
こ
の
機
会
に
広
く
区
民
の
方
に
老
後
へ
の
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
き
、
お
年
寄
か
健
康
で

生
き
が
い
の
あ
る
生
店
を
お
く
る
た
め
、
特
に
関
係
の
あ
る
施
策
に
焦
点
を
当
て
て
み
ま
し
た

。

敬
老
の
行
事

九
月
十
五
日
の
敬
老
の
日
を
中
心

と
し
て
実
施
さ
れ
る
各
種
の
行
事
は

次
の
と
お
り
で
す

。

◎
区
の
行
事

▽
区
長
の
家
庭
訪
問
　
九
十
九
歳
以

上
の
方
を
訪
問
し
、
区
長
か
長
野

を
祝
い
、記
念
品
を・
贈
呈
し
ま
す
。

▽
敬
老
金
　
七
十
五
歳
以
上
の
方
の

長
寿
を
祝
い
、
敬
老
金
五
千
円
を

贈
呈
し
ま
す
。

▽
お
こ
づ
か
い
の
贈
呈
　
七
十
歳
か

ら
七
十
四
歳
ま
で
の
方
で

。
生
活

保
護
を
受
け
て
い
る
か
、
老
人
ホ

ー
ム
で
生
活
し
て
い
る
万
の
長
寿

を
祝
い
、三
千
円
を
贈
呈
し
ま
す
。

▽
記
念
品
の
贈
呈
今
年
、喜
寿
(
七

十
七
歳
)
、米
寿
(
(
t
(
歳
)
。

高
齢
者
(
九
十
歳
以
上
)
に
あ
た

る
方
の
長
寿
を
お
祝
い
し
て
、
記

念
品
を
贈
呈
し
ま
す
。

▽
敬
老
遊
覧
　
日
頃
休
養
の
機
会
に

恵
ま
れ
な
い
、
低
所
得
世
帯
の
健

康
な
六
十
五
歳
以
上
の
万
か
ら
地

区
を
担
当
す
る
民
生
委
貝
の
推
薦

に
よ
り
、
五
百
名
を
次

の
と

お

り
、
日
帰
り
バ
ユ
旅
行
に
ご
招
待

し
ま
す
。

日
時
…
九
月
二
十
一
日
(
水
)

二
十
二
日
(
木
)

場
所
…
加
須
市
ひ
さ
し
の
村

▽
理
髪
サ
ー
ビ
ス
券
等
の
贈
呈

生

活
保
護
を
受
け
て
い
る
六
十
五
歳

以
上
の
方
に
、
敬
老
瑠
髪
券
な
ど

を
贈
呈
し
ま
す
。

◎
都
の
行
事

区
の
行
事
の
ほ
か
。
都
で
は
次
の

よ
う
な
行
事
を
実
施
し
ま
す
。

▽
老
人
福
祉
功
績
者
感
謝
状
贈
呈

▽
優
良
老
人
ク
ラ
ブ
表
彰

▽
百
歳
訪
問

▽
動
物
園
・
有
料
公
園
の
無
料
公
開

老
人
福
祉
週
間
中
、
次
の
都
立

の
動
物
園
・
有
料
公
園
を
六
十
歳

以
上
の
老
人
お
よ
び
付
添
者
一
名

の
方
に
無
料
公
開
し
ま
す
。

◎
多
摩
動
物
園

◎
恩
賜
上
野
動

物
園
・
水
族
館

◎
井
之
頭
自
然

文
化
園

◎
武
蔵
野
郷
土
館

▽
都
内
映
画
館
の
割
引
入
場
　
老
人

福
祉
期
間
中
、
都
内
の
映
画
館
に

入
場
す
る
六
十
五
歳
以
上
の
方
は

入
場
料
が
免
除
、
半
額
ま
た
は
子

供
料
金
に
な
り
ま
す
。

センターは交流の場…囲碁を楽しむお年寄の皆さん

非
常
ベ
ル
の
設
置
や

見
舞
品
の
贈
呈
な
ど

ひ
と
り
ぐ
ら
し
・

ね
た
き
り
の
方
へ

区
で
は
ひ
と
り
ぐ
ら
し
や
ね
た
き

り
の
お
年
寄
の
方
の
た
め
に
、
次
の

よ
う
な
事
業
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

◎
ひ
と
り
ぐ
ら
し
の
方
の
た
め
に

▽
非
常
ベ
ル
の
設
置

病
気
や
災
害

に
備
え
て
非
常
ベ
ル
を
六
十
五
歳

以
上
の
方
を
対
象
に
取
付
け
し
ま

す
。

▽
老
人
福
祉
電
話
の
貸
与

低
所
得

で
近
隣
と
交
流
の
少
な
い
六
十
五

歳
以
上
の
万
に
、区
艮
名
義
の
電

話
を
お
貸
し
し
、
利
用
料
金
を
助

成
し
ま
す
。

▽
友
愛
訪
問
　
近
隣
と
交
流
の
少
な

い
六
十
五
歳
以
上
の
方
の
孤
独
感

を
解
消
す
る
た
め
、
話
し
相
手
に

な
る
方
を
派
遣
し
ま
す
。

◎
ね
た
き
り
の
方
の
た
め
に

▽
老
人
福
祉
手
当
の
支
給
　
六
か
月

以
上
入
院
し
て
い
る
か
、
自
宅
で

ね
た
き
り
の
状
態
に
あ
る
六
十
五

歳
以
上
の
方
に
月
額
九
千
五
百
円

の
手
当
を
差
し
あ
げ
ま
す
。

▽
見
舞
品
の
贈
呈
　
老
人
福
祉
手
当

を
受
け
て
い
る
方
に
、
年
一
回
叺

舞
品
を
贈
呈
し
ま
す

。

▽
日
常
生
活
用
具
の
貸
与
(
給
付
)

艮
期
間
自
宅
で
、ね
た
き
り
の

状
態
に
あ
る
低
所
得
世
帯
の
六
十

五
歳
以
上
の
方
に
、ギ
ヤ
y
チ
ベ
y

卜
。
無
湿
ふ
と
ん
、
便
座
を
貸

与
ま
た
は
差
し
あ
げ
ま
す
。

▽
連
絡
用
ブ
ザ
ー
の
取
付
　
長
期
間

自
宅
で
、
ね
た
き
り
の
状
態
に
あ

る
方
と
家
族
の
居
室
問
に
、
連
絡

用
の
ブ
ザ
ー
を
取
付
け
ま
す

。

▽
巡
回
入
浴
　

ね
た
き
り
の
た
め
、

自
宅
で
入
浴
す
る
こ
と
か
困
雛
な

状
態
に
あ
る
六
十
五
歳
以
上
の
方

を
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
足
立
新

生
苑
の
特
殊
浴
柏
を
使
用
し
て
入

浴
サ
ー
ビ
ス
を
し
ま
す
。

◎
ひ
と
り
ぐ
ら
し
・
ね
た
き
り
の
方

へ
▽
家
事
援
助
者
の
雇
用
費
助
成

比

較
的
低
所
得
世
帯
の
六
十
五
歳
以

上
の
方
で
、
心
身
に
障
害
か
あ
り

か
つ
家
族
の
介
護
が
受
け
ら
れ
な

い
状
況
に
あ
る
と
き
。
家
事
援
助

者
の
啀
用
費
を
助
成
し
ま
す
。

▽
家
庭
奉
仕
員
の
派
遣

低
所
得
世

帯
の
お
お
む
ね
六
十
五
歳
以
上
の

方
で
、
心
身
に
障
害
が
あ
り
か
つ

家
族
の
介
護
が
受
け
ら
れ
な
い
状

況
に
あ
る
と
き
、
家
庭
奉
仕
員
を

派
遣
し
。生
活
上
の
相
談
を
受
け

た
り
、
家
事
の
援
助
を
し
ま
す
。

職

業

相

談

就
労
を
希
望
す
る
方
の
た
め
に
。

無
料
職
業
相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す

の
で

、お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▽
高
齢
者
無
料
職
業
相
談
(
出
張
相

談
)
・
=毎
月
第
四
火
曜
日
午
前
十

時
?
午
後
三
時

場
所
1
区
役
所

一
階
に
民
相
談
室

ま
た
、
次
の
無
料
職
業
紹
介
所
・

相
談
所
で
は
、
日
曜
・
祝
日
を
除

く
毎
日
、
高
齢
者
の
職
業
の
あ
っ

せ
ん
。
相
談
を
し
て
い
ま
す
。

▽
墨
田
高
齢
者
無
料
職
業

紹
介

所
(

墨
田
区
向
鳥
三
丁
目
三
六
-
七

墨
田
区
民
会
館
内

　
六
二
五
-

七
六
六
(
)

▽
浅
草
橋
高
齢
者
無
料
職
業
相
談
所

(
台
東
区
柳
橋
二
丁
目
一
六
-
一

四

袋
物
会
館
内

　
(
(

六
-

三
(
三
五
)

老
人
授
産
場

六
十
歳
以
上
の
皆
さ
ん
が
、
簡
単

な
仕
事
を
し
な
が
ら
収
入
を
得
、
健

康
を
保
ち
生
き
が
い
を
得
て
い
た
だ

く
た
め
の
施
設
と
し
て

、
老
人
授
産

場
か
あ
り
ま
す

。

足
立
授
産
場
(
千
佳
元
町
三
四

―
一

　
(
(

一
1
五
五
四
(
)

西
加
平
授
産
場
(
青
井
四
丁
目
二
七

-
一
一
　
　
(
(
九
-
○
六
(
一
)

ゆたかな経験と能力を生かそ

う高齢者事業団の
設立準備はじまる

最
近
の
お
年
寄
の
中
で
は
「
丈

夫
な
う
ち
は
働
き
た
い
」
「
働
く

こ
と
か
生
き
が
い
」
と
い
う
方
が

ふ
え
て
い
ま
す
、
こ
の
よ
う
な
方

が
集
ま
り
、
高
齢
昔
に
適
し
た
仕
・

事
を
引
受
け
、
各
人
の
希
望
と
経

験
、
能
力
に
応
じ
て

、
そ
の
仕
事

に
従
事
し
て
い
く
た
め
の
団
体
か

高
齢
者
事
業
団
で
す
。
区
で
は
来

年
四
月
設
立
を
目
指
し
準
備
を
は

じ
め
ま
し
た
。
今
回
は
事
業
団
の

あ
ら
ま
し
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
今

後
の
進
行
状
況
は
、そ
の
っ
と
「
区

の
お
知
ら
せ

」
に
掲
載
し
ま
す
。

事
業
団
の

仕
事
と
会
員
は

お
年
寄
み
づ
か
ら
が
会
員
と
な

つ
て
、
お
互
に
力
を
合
わ
せ
て
自

分
の
手
で
運
営
し
、
地
域
社
会
の

理
解
と
協
力
を
得
な
が
ら
。仕
事

を
開
拓
し
、会
員
の
勳
く
機
会
を

広
げ
て
い
く
も
の
で
す
。

「
経
験
や
能
力
を
生
か
せ
る
適

当
な
仕
事
が
あ
れ
ば
や
っ
て
み
た

い
」
と
考
え
て
お
ら
れ
る
、‘
ほ
ぼ

六
十
歳
以
上
の
健
康
な
方
な
ら
。

ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
会
員
は
事
業
団
に
顎

わ
れ
る
の
で
は
な
い
の
で
。
入
会

し
て
も
す
ぐ
に
全
員
が
仕
事
に
つ

け
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
事
業
団

か
受
け
た
仕
事
の
範
囲
内
で
勳
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。

会
員
は
希
望
す
る
職
種
ご
と
に

「
仕
事
の
班
」
そ
っ
く
り
、
助
け

合
い
な
が
ら
、
各
人
か
希
望
す
る

時
間
、
日
歓
に
し
た
か
っ
で
仕
事

少・
し
ま
す

。

こ
ん
な
特
色
が

あ
り
ま
す

こ
の
事
業
団
は
、
こ
れ
か
ら
の

高
齢
化
社
会
に
応
え
る
た
め
に
。

お
年
寄
の
福
祉
と
労
働
の
面
か
ら

新
し
い
試
み
と
し
て
生
ま
れ
た
も

の
で
す
。
つ
き
の
よ
う
な
特
色
が

あ
り
ま
す
。

▽
公
共
的
な
団
体
で
す

単
な
る
同
好
者
の
グ
ル
ー
プ
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
公
共
的
な
性
格

を
も
つ
社
団
法
人
に
準
じ
た
団
体

で
、
営
利
を
目
的
と
し
ま
せ
ん
。

▽
仕
事
は
事
業
団
か
請
負
い
ま
す

会
員
に
ふ
さ
わ
し
い
仕
事
を
請

負
い
、
各
人
の
希
望
に
そ
っ
て
、

そ
の
仕
事
に
み
ん
な
で
従
事
し
ま

す
。
職
業
紹
介
や
就
職
あ
っ
せ
ん

を
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▽
仕
事
上
の
責
任
と
事
故
は

仕
事
上
で
生
じ
た
責
任
は
、会

員
個
人
か
負
う
の
で
は
な
く
、
事

業
団
が
負
い
ま
す
。
ま
た
、
仕
事

が
原
因
で
、
け
が
を
し
た
り
、
病

気
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
労
災
保

険
の
給
付
が
う
け
ら
れ
る
よ
う
手

続
き
を
と
り
ま
す
。

▽
配
分
金
(
仕
事
の
対
価
)
は

仕
事
を
発
注
さ
れ
た
方
と
、
仕

事
に
従
事
さ
れ
た
会
員
の
聞
に
、

雇
用
関
係
は
あ
り
ま
せ
ん
。
従
っ

て
。
材
料
費
、
事
務
費
、
配
分
金

な
ど
謂
負
代
金
を
一
括
し
て
事
業

団
が
受
け
と
り
、
と
り
き
め
に
従

っ
て
、
働
い
た
会
員
に
配
分
金
を

支
払
い
ま
す
、

活
動
へ
ご
協
力
を

事
業
団
の
活
動
が
順
調
に
進
む

よ
う
、
都
や
区
で
も
積
極
的
に
各

種
の
補
助
や
、
仕
事
の
発
注
な
ど

を
し
ま
す
。

ま
た
地
域
の
企
業

、
各
団
体
、

住
民
の
方
に
も
、
事
業
団
の
活
動

を
盛
り
立
て
る
た
め
に
、
賛
助
会

員
と
し
て
参
加
し
て
い
た
だ
き
ま

す

。
よ
ろ
し
く
ご
協
力
く
だ
さ
る

よ
う
お
願
い
し
ま
す

。

問
い
合
わ
せ
先
　
区
役
所
援
護
課

高
齢
者
事
業
団
設
立
指
導
担
当

すずかけ
立
秋
が
す
き

朝
夕
涼
し
さ
を

増
す
頃
に
な
る

と
「
敬
老
の
日

」

が
近
づ
い
て
き

ま
す
。

高
度
に
文
明

が
発
達
し
た
人
間
社
会
は
、人
口

構
成
が
高
齢
化
す
る
傾
向
に
あ
る

と
言
わ
れ
て
・
い
ま
す
が
、永
い
閭

社
会
に
貢
献
し
て
い
た
だ
い
た
お

年
寄
に
と
っ
て
、現
代
は
決
し
て

住
み
よ
い
と
は
言
え
な
い
状
況
で

す
。人

は
誰
で
も
例
外
な
く
齢
を
重

ね
て
い
く
も
の
で
す

。
私
達
は
日

常
生
活
の
上
で
、
豊
か
な
経
験
と

深
い
知
恵
を
持
っ
て
い
る
お
年
寄

の
身
近
に
い
て
、
も
っ
と
大
切
に

し
、
教
え
を
受
け
な
け
れ
ぱ
と
考

え
て
い
ま
す
。

お
年
寄
に
対
す
る
社
会
福
祉
の

問
胆
は
、
行
政
の
大
き
な
課
胆
で

す
。一
日
も
早
く
お
年
寄
が
健
康

で
明
る
く
、
生
か
い
の
あ
る
毎
日

か
す
ご
せ
る
よ
う
な
世
の
中
に
し

た
い
も
の
で
す
。

そ
ん
な
意
味
で
、
区
で
は
来
年

四
月
発
足
を
目
指
し
て
「
高
齢
者

事
業
団
」
設
立
の
準
備
を
は
じ
め

ま
し
た
。
区
民
の
皆
さ
ん
の
ご
理

解
と
ご
協
力
を
ぜ
ひ
お
願
い
し
ま

す
。

足
立
区
長
　
長
谷
川
久
勇

お
年
寄
の
た
め
の
催
し
も
の
(
無
料
)

◎
東
部
セ
ン
タ
ー

六
〇
五
丿
七
一
〇
一

▽
老
人
無
料
マ
ッ
サ
ー
ジ
ー
十
九

日
(
月
)
午
前
九
時
…
先
着
五
十

名
、
申
込
受
付
は
十
六
日
(
金
)

か
ら

▽
老
人
浪
曲
大
会
-
十
七

日
(

土
)
午
後
○
時
三
十
分

◎
中
部
セ
ン
タ
ー

八
八
九
-
四
六
六
一

▽
老
人
映
画
会
―
七
日
(
水
)
午

後
一
時
三
十
分

▽
老
人
慰
安
演

芸
会
-

十
一
日
(
日
)
午
後
一
時

▽
老
人
健
康
相
談
―
十
三
日
(
火
)

午
後
一
時
三
十
分

▽
老
人
教
室

会
員
募
集
-
民
謡
五
十
名
、
詩
吟

四
十
名
、
茶
道
十
五
名
、
書
道
二

十
名
、
手
芸
二
十
五
名
…
申
込
受

付
は
、
十
六
日
(
金
)
か
ら

▽
老

人
マ
y
サ
ー
ジ
ー
ニ
十
一
日
(
水
)

午
前
十
時

◎
西
部
セ
ン
タ
ー

八
九
七
1
五
〇
一
六

▽
老
人
浪
曲
大
会
-
十
一
日
(
日
)

芹
後
一
時
▽
老
人
健
康
相
談
―

十
三
日
(
火
)
午
後
一
時
三
十

分
▽
老
人
将
棋
大
会
1
十
五
日
　

(
木
)
午
前
十
時
三
十
分
…
定
員

五
十
名
▽
老
人
マ
y
サ
ー
ジ
ー
十

六
日
(
金
)
午
前
九
時
三
十
分

▽
老
人
と
子
供
の
交
換
会
-
十
七

日
(
土
)
午
後
二
時

◎
千
住
セ
ン
タ
ー

八
八
二
-
二
七
六
五

▽
老
人
映
画
会
-
七
日
(
水
)
午

前
十
時
三
十
分

▽
老
人
民
謡
教

室
-
(
日
(
木
)
午
後
一
時

▽

老
人
健
康
相
談
1
十
三
日
(
火
)

午
後
一
時
三
十
分

▽
老
人
踊
り

教
室
-
十
四
日
(
水
)
午
前
十
時

三
十
分

▽
老
人
マ
y
サ
ー
ジ
ー

十
五
日
(
木
)
午
前
九
時
三
十
分

◎
新
田
老
人
館

九
一
二
-
三
四
三

▽
老
人
浪
曲
大
会
-
十
日
(
土
)

午
後
一
時

▽
老
人
囲
碁
大
会
-

十
一
日
(
日
)
午
前
十
時
・・・
定
貝

二
十
二
名
、
申
込
受
付
中

▽
老

人
映
画
大
会
-
十
五
日
(
木
)
午

後
一
時

▽
老
人
ダ
ン
ス
パ
ー
テ

ィ
ー
十
七
日
(
土
)
午
後
一
時

◎
千
住
あ
ず
ま
老
人
館

八
八
二
-
一
二
一
八

▽
老
人
演
芸
大
会
-
十
日
(
土
)

午
前
十
時
・
・
・
出
場
申
込
受
付
は
、

六
日
(
火
)
か
ら

▽
老
人
民
踊

教
室
-
十
五
日
・
二
十
二
日
(
木
)

午
後
一
時

▽
老
人
将
棋
大
会
i

十
七
日
(
土
)
午
前
十
時
三
十
分

・・・
定
員
三
十
名
、
申
込
受
付
は
十

三
日
(
火
)
か
ら

◎
い
り
や
老
人
館

八
五
五
―
一
〇
五
〇

▽
生
花
展
示
会
-
十
三
日
(
火
)

午
前
九
時

▽
お
茶
席
1
十
四
日

(
水
)
午
前
十
一
時
・
午
後
一
時

▽
老
人
将
棋
大
会
-
二
十
五
日

(
日
)
午
前
十
時
=
・
定
員
三
十
名

◎
花
畑
セ
ン
タ
ー

八
五
〇
-
二
六
一
七

▽
老
人
民
謡
教
室
-
(

日
・
二
十

二
日
(
木
)

午
後
二
時

▽
お
年

寄
と
い
っ
し
ょ
に
I
十
四
日
(
水
)

午
後
三
時

▽
老
人
映
画
会
1
十

五
日
(
木
)

午
前
十
時

▽
芸
能

人
大
会
-

十
七
口
(
土
)
午
後
二

時

ご
協
力
く
だ
さ
い

―
区
政
に
関
す
る
世
論
調
査
―

毎
年
、
区
で
は
区
民
の
皆
さ
ん

の
意
見
を
区
政
に
生
か
す
た
め
、

世
論
調
査
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
現
在
す
す
め
て
い
る

明
日
の
足
立
ほ
を
え
が
く
「
基
本

構
想
」
に
区
民
の
意
思
を
反
映
さ

せ
る
た
め
「
基
本
構
想
の
策
定
に

あ
た
っ
て
苫

題
し
実
施
し
ま
す
。

区
内
全
世
帯
か
ら
四
〇
世
帯
に

一
世
帯
の
割
で
抽
出
し

、
調
査
票

を
郵
送
し
ま
す
。
回
収
に
つ
い
て

は
、株
式
会
社
地
域
計
画
連
合
に

委
託
し
、九
月
六
日
か
ら
二
十
日

の
閧
に
調
査
員
が
、家
庭
に
お
伺

い
し
ま
す
。

家
族
の
皆
さ
ん
と
よ
く
ご
相
談

し
て
回
答
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

区
役
所
企
画
部

基
本
構
想
担
当
ま
た
は
(
株
)
　

地
域
計
画
連
合

　
九
四
五
-
　

二
三
四
一
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日あたり守って住み
よい足立

お
た
が
い
に
理
解
を
も
と
う

日
照
は
み
ん
な
の
も
の
で
す

日
照
条
例
の
方
針
ま
と
ま
る

足
立
区
の
都
市
化
は
。
近
年
ま
す

ま
す
進
ん
で
い
ま
す
。
都
市
化
す
る

に
つ
れ
て
、
中
高
一

建
築
物
か
多
く

な
り
。
そ
の
周
辺
住
宅
と
の
日
照
を

中
心
と
す
る
ト
ラ
ブ
ル
が
多
く
な
っ

て
き
ま
し
た
。
区
で
は
。
そ
の
対
策

と
し
て
種
々
の
行
政
指
導
を
行
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
た
ぴ
国
が
建
築
基

準
法
の
一
部
を
改
正
し
ま
し
た
。
こ

れ
に
よ
っ
て
一
定
の
地
域
と
、
一
定

の
建
物
規
模
を
定
め
て

、
日
照
を
良

く
す
る
た
め
の
条
例
を
地
方
公
共
団

体
で
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
・つ

に
な
り
ま
し
た
。

都
で
は
、
区
酊
町
と
の
相
互
協
力

の
も
と
に
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
气

こ
れ
ま
で
の

区
の
対
策

区
で
は
、
日
照
紛
争
に
つ
い
て
法

律
的
な
定
め
か
な
い
た
め
、
「
足
立

区
建
築
確
認
申
請
事
前
公
開
指
導
要

綱
及
び
相
隣
関
係
問
題
調
盤
制
度
要

綱
」
を
設
け
て

、
日
照
等
の
紛
争
の

事
前
予
防
と
早
期
解
決
を
計
り
、
近

隣
住
民
と
建
主
と
の
調
整
を
行
な
っ

て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
指
4
は
法
律

的
な
定
め
が
な
い
た
め
、
区
も
非
常

に
苦
慮
し
て
い
ま
す
。

建
築
基
準
法
の

一
部
改
正

昨
年
十
一
月
、
風
会
は
、
中
高
膕

建
築
物
の
口
影
規
制
を
法
制
化
し
。

日
照
問
題
の
解
決
に
の
り
た
し
ま
し

た
。日

影
規
制
の
考
え
方
は
、
一
定
の

高
さ
以
上
の
硬
築
物
に
っ
い
て
、
そ

の
建
築
物
に
よ
っ
て
生
ず
る
一
定
時

間
以
上
の
日
彫
を
、
取
地
の
周
囲
に

お
よ
ぽ
さ
な
い
よ
う
、
一
定
基
準
を

定
め
て

。
隣
り
近
所
の
日
照
を
良
く

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

こ
の
基
準
と
な
る
規
制
対
象
区
域

と
日
影
時
間
の
規
制
値
に

つ

い
て

は
、
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
る
範
囲

(
衰
-
I
)

で
、
具
体
的
に
都
が
区

の
意
見
を
聞
い
て
条
例
で
定
め
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す

。

日
照
問
題
の

対
処
法

都
は
、従
来
か
ら
建
築
基
串
法
に

よ
り
、き
び
し
い
北
側
斜
線
制
限
を

採
用
し
、日
照
問
題
に
つ
い
て
対
処

し
て
き
ま
し
た
か
、日
照
紛
争
の
問

題
は
、そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
な
く
、

都
議
会
に
も
日
照
条
例
制
定
の
直
接

蹐
求
が
、
昭
和
四
十
(
年
に
あ
り
ま

し
气こ

れ
に
対
し
都
議
会
は
、
三
年
余

に
わ
た
っ
て
審
燉
し
、
昨
年
九
月
。

中
間
報
告
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
基
準
と
し
て
は
、
建
築
基
準
法
に

基
づ
く
規
制
か
望
ま
し
い
と
し
て
い

ま
す
。そ
の
ほ
か
区
の
要
綱
で
行
な

っ
て
い
る
の
と
同
じ
建
築
計
面
の
事

前
公
開
制
や
、
建
築
紛
争
の
調
整
に

つ
い
て
も
、
条
例
化
を
す
べ
き
で
あ

る
と
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、都
は
、日
影

規
制
に
建
築
物
の
事
前
公
開
と
紛
争

調
盤
を
加
え
、日
照
条
例
と
し
て
制

定
す
る
予
定
で
す
。

日
照
条
例
に

皆
さ
ん
の
意
見
を

区
は
、
日
影
規
制
区
域
と
規
制
値

を
都
に
意
見
と
し
て
提
出
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。
区
は
。
こ
の
試

案
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て

、
足
立

区
都
市
計
画
審
議
会
に
諮

問
し
ま

す

。区
は
、
直
接
区
民
の
皆
さ
ん
の
ご

意
見
を
聞
き
、
そ
の
ご
意
見
を
十
分

反
映
さ
せ
る
た
め
地
元
説
明
会
を
予

定
し
て
い
ま
す
。ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は

表
↓
Ⅱ
の
予
定
で
す
。

説
明
会
に
は
ぜ
ひ
参
加
し
て
、
住

み
よ
い
足
立
区
に
す
る
た
め
、
皆
さ

ん
の
ご
要
望
、
ご
意
見
を
聞
か
せ
て

く
だ
さ
い
。

説
明
会
の
く
わ
し
い
日
程
に
つ
き

ま
し
て
は
、
決
ま
り
次
第
「
区
の
お

知
ら
せ

」
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

日
影
規
制
と
は

何

か

こ
の
規
制
の
対
象
と
な
る
建
築
物

は
、
第
一
種
住
居
専
用
地
域
で
、
軒

高
七
㍍
以
上
、ま
た
は
三
階
建
以
上
、

第
二
種
住
居
専
用
地
域
、住
居
地
域
、

準
工
業
地
域
、
近
隣
商
業

地
域
で

は
、
高
さ
か
十
㍍
以
上
の
建
物
が
対

象
と
な
り
ま
す

。
商
業
地
域
と
工
業

地
域
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
制
か
ら

除
か
れ
て
い
ま
す

。

次
に
日
影
規
制
と
い
う
言
葉
は
。

な
じ
み
か
薄
い
と
思
い
ま
す
の
で
日

影
規
制
時
間
四
時
間
と
二
時
間
三
十

分
の
場
合
を
例
に
と
っ
て
説
明
し
ま

す
。一

日
の
日
当
り
時
間
は
午
前
(
時

か
ら
午
後
四
時
ま
で
の
(

時
間
と
考

え
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
日
照
の
最

少
時
関
数
を
三
時
間
と
考
え
ま
す

と
、
日
影
を
落
し
て
も
よ
い
時
間
は

五
時
間
に
な
り
ま
す
。し
か
し
建
築

物
が
十
㍍
以
上
の
中
高
層
の
も
の
ば

か
り
で
は
な
く
、低
膕
の
建
物
等
に

よ
る
影
響
(
複
合
日
彫
)
も
考
え
て

四
時
間
の
規
制
と
な
り
ま
す
。こ
の

規
制
の
範
囲
は
、
敷
地
よ
り
外
へ
五

㍍
を
超
え
十
㍍
ま
で
の
範
囲
で
す
。

こ
れ
よ
り
先
、
十
㍍
を
超
え
る
部

分
は
、
中
高
層
建
築
物
ど
う
し
の
彫

響
を
考
え
て
五
時
間
の
半
分
の
二
時

間
三
十
分
の
規
制
値
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
は
規
制
値
の
標
単
で
そ
の
外
に

選
択
す
る
値
が
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
日
彫
の
測
定
位
置
は
、敷

地
の
地
盤
面
で
は
な
く
、第
一
種
住

居
専
用
地
域
で
は
、一
階
の
居
室
の

マ
ド
の
高
さ
と
し
て
地
盤
面
よ
り
I

・
五
㍍
の
位
置
。
そ
の
他
の
規
制
区

域
で
は
、
二
階
の
居
室
の
窓
の
高
さ

と
し
て
。
地
盤
面
よ
り
四
㍍
の
位
置

を
想
定
し
て
い
ま
す
。(
在
-
Ⅲ
参

照
)

規
制
区
域
の

指

定

日
彫
規
制
区
域
の
指
定
の
基
本
的

な
考
え
は
次
の
と
お
り
で
す
。

(
1
)
　
現
に
指
定
さ
れ
て
い
る
用
途
地

域
に
基
づ
い
て
指
定

(
2
)
　
各
地
区
の
容
積
率
と
高
度
地
区

等
の
種
別
、お
よ
び
住
環
境
の
現
況
、

住
宅
以
外
の
用
途
の
混
在
度
、
建
築

物
の
中
高
層
化
の
動
向
等
、
地
区
特

性
を
勘
案
し
て
指
定

こ
の
よ
う
な
基
本
的
な
方
針
に
基

づ
い
て
、都
は
。全
都
的
な
「
指
定
基

準

」
を
定
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す

。
区
で
は
、
都
の
「
指
定
基
準
」

を
も
と
に
、
足
立
区
の
地
域
特
性
と

区
民
の
皆
さ
ん
の
ご
意
見
、
ご
要
望

を
勘
案
し
て
、
区
の
「
指
定
試
葱

そ
作
る
方
針
で
す
。

条
例
制
定
の

手
続
き

ほ
で
「
指
定
試
案
」
が
決
定
さ
れ

ま
す
と
、
都
に
報
告
し
そ
れ
に
基
づ

い
て
都
と
区
で
調
整
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す

。
そ
し
て
都
が
最
終
的

に
地
元
説
明
会
を
行
な
い
都
案
を
つ

く
り

。都
議
会
に
提
案
さ
れ
、条
例
か

制
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

現
在
の
と
こ
ろ
こ
の
粂
例
(
案
)

は
、
昭
和
五
十
三
年
六
月
頃
の
都
議

会
に
提
案
さ
れ
る
予
定
に
な
っ
て
い

ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
先

区
役
所
建
築
指

導
讖

日 あ た り の よ い 生 活 環 境 を め ざ し て

表- I 日 影 規 制 の 概 要

表-Ⅱ 日照に係る条例制度の手続き

表-Ⅲ 日影規制に関する規定

お
年
寄
の
方
へ

区
内
め
ぐ
り
に
ご
参
加
を

区
内
に
お
住
ま
い
の
お
年
寄
の

方
々
を
対
象
に
恒
例
の
区
内
見
学

会
を
闘
催
し
ま
す
。ふ
る
っ
て
ご

参
加
く
だ
さ
い
。

な
お
。こ
の
見
尤
=
で
は
、
足

立
史
談
会
々
長
の
羽
田
栄
太
氏
が

コ
ー
ス
に
沿
っ
た
案
内
と
史
跡
の

説
明
を
し
ま
す
。

▽
日
時
　
九
月
二
十
七
日
(
火
)

・
二
十
(
日
(
水
)

午
前
九

時
二
十
分
ま
で
に
区
役
所
前
集

合
(
午
後
四
時
ご
ろ
解
敵
予
定

で
す
)

▽
参
加
資
格
　
区
内
在
住
の
六
十

歳
以
上
の
健
康
な
方

▽
見
学
コ
ー
ス
　
区
役
所
↓
国
土

安
穏
寺
↓
花
畑
セ
ン
タ
ー
↓
大

鷲
神
社
↓
西
新
井
大
師
(
解
敵
)

▽
参
加
費
　
無
科
(
昼
食
は
、
こ

ち
ら
で
用
意
し
ま
す
)

▽
定
員
　
各
日
二
十
名
(
申
し
込

み
多
数
の
場
合
は
抽
選
)

▽
申
込
期
間
　
九
月
五
日
(
月
)
～

九
日
(

金
)

▽
申
込
方
法
・
申
込
先
　
電
話
で

区
役
所
広
報
課
へ

。

日曜や祝日の急病に

休 日 診 療 所

区
で
は
。
日
曜
や
祝
日
に
急
病
に
な

っ
た
方
の
た
め
に
、
休
日
診
療
所
を
開

設
し
て
い
ま
す

。

内
科
・

小
児
科
の
急
病
の
方
は
。
ご

利
用
く
だ
さ
い

。
時
間
は
午
前
十
時
か

ら
午
後
四
時
ま
で
で
す
。

な
お
、
保
険
証
は
忘
れ
ず
に
お
持
ち

く
だ
さ
い

。

千
住
休
日
診
療
所

千
住
仲
町
一
五
(

医
師
会
館
内
)

　
(
七
〇
-
O

四
六
一

稜
瀬
休
日
診
療
所
　
東
綾
瀬
一
丁
目
五
1

一
七
(
東
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー

内
)
　
　
六
〇
五
1
七
一
〇
一

竹
の
塚
休
日
診
療
所
　
竹
の
塚
二
丁
目

二
五
-
ニ
ー
(
教
育
セ
ン
タ
ー
内
)

　
(
五
〇
―
(
(
〇
一

江
北
休
日
診
療
所
　
江
北
六
丁
目
一
六
-

ニ
ー
ー〇
一
(
江
北
保
健
相
談
所

内
)

　
(
九
六
-
四
〇
〇
四

お気軽にどうぞ

国民年金相談

最
近
。
新
聞
、
テ
レ
ビ
、
雑
誌
等
で

年
金
の
記
事
が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
し
た

が
っ
て
、
区
民
の
方
々
の
年
金
に
対
す

る
関
心
も
高
ま
り
、
問
い
合
わ
せ
も
非

常
に
多
く
な
っ
て
い
ま
す

。

そ
こ
で
区
役
所
で
は
区
民
の
方
々
の

ご
要
望
に
応
じ
る
た
め
年
金
相
談
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

年
金
に
つ
い
て
、
相
談
の
あ
る
方

は
。
お
気
鰹
に
お
い
で
く
だ
さ
い
。

相
談
日
　
九
月
十
六
日
(
金
)
午
前
十

時
?
午
後
三
時
三
十
分

場
所
・
問
い
合
わ
せ
先
　
区
役
所
二
階

国
民
年
金
課



区 の お 知 ら せ第427 号( 3)

あなたも収穫の喜びを
区民農園利用者募集

都
市
の
中
で
生
活
す
る
私

た

ち

は
、
自
然
に
親
し
む
機
会
か
少
な
く

な
I
て
き
て
い
ま
す
。
そ
こ
で

、
区

で
は
区
民
。の
皆
さ
ん
に
農
園
づ
く
り

を
通
し
て

、
土
や
緑
に
親
し
ん
で
い

た
だ
こ
う
と
、。区
民
農
園
の
貸
出
し

を
し
て
い
ま
す
。

あ
な
た
も
。
家
族
ぐ
る
み
の
健
康

な
レ
ク
リ
エ
ー
ジ
'
ン
と
し
て
、
野

菜
や
花
づ
く
り
な
ど
は
い
か
か
で
し

ょ
う
か
。

区
民
農
園
は
、
す
で
に
開
設
し
て

い
る
神
明
甫
町
の
ほ
か
、
こ
の
た
ぴ

新
た
に
伊
興
町
本
町
お
よ
ぴ
江
北
七

丁
目
の
二
か
所
に
も
開
設
し
ま
す
。

農
園
に
は
、
水
道
や
便
所
の
設
備
は

あ
り
ま
す
か
。
種
苗
・
肥
料
・
用
具

な
ど
は
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

利
用
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
次
の

要
領
で
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

応
募
資
格
　
区
内
に
居
住
し
耕
作
す

る
土
地
か
な
く
、
園
芸
に
熱
意
の

あ
る
方
。
(
一
世
帯
に
つ
き
一
区

画
の
み
)

使
用
料
　
無
料

申
込
締
切
日
　
九
月
十
日
(
土
)
必

着
の
こ
と
。
な
お
、農
園
は
、野
菜

・
花
な
ど
の
栽
培
以
外
に
は
利
用

で
き
ま
せ
ん
。

申
込
方
法
　
必
ず
往
復
(
ガ
キ
を
使

用
す
る
こ
と
。
左
記
の
記
入
例
を

参
考
に
往
信
欄
は
、
最
初
に
「
区

民
農
園
申
込
み
」
と
書
き
、
農
園

名
称
・
申
込
者
氏
名
・
住
所
・
家

族
構
成
(
氏
名
・
年
齢
)
・
一
話

番
号
の
順
に
書
い
て
く
だ
さ
い
。

返
信
用
の
あ
て
先
欄
に
申
込
者
の

住
所
・
氏
名
を
お
忘
れ
な
く
。

申
込
先
　
区
役
所
環
境
課
緑
化
係
(

〒
Ⅲ

千
住
一
丁
目
五
〇
)

利
用
者
の
決
定
　
申
込
者
多
数
の
場

合
は
、
抽
選
に
よ
り
決
め
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先
　
区
役
所
環
境
課
緑

化
係

区 民 農 園案 内 図

家族ぐるみで楽しい 野菜づくり

ハガキの記入例

区民 農園のあら まし

夏
バ
テ
を
回
復
し

よ
う

け
ん
こ
う
は
生
活
の
バ
ロ
メ

ー
タ
ー健康

診
断
・
栄
養
講
習
会
な
ど
を
開
催

あ
な
た
も

健
康
診
断
を

健
康
を
守
る
た
め
に
は
、日
ご
ろ

か
ら
自
分
の
健
康
に
注
意
し
て
。規

則
正
し
い
生
活
を
お
く
る
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
、
病
気
の
早
期
発
見
・
早
期

治
療
か
大
切
で
す
。

そ
こ
で
、
区
で
は
、
循
環
器
・
結

核
の
予
防
と
早
期
発
見
の
た
め
に
、

区
民
健
康
診
断
を
次
の
と
お
り
行
な

い
ま
す

。

受
診
希
望
の
方
は
、
お
近
く
の
会

場
で
お
受
け
く
だ
さ
い
。

健
康
診
断
の
必
要
な
方

自
営
業
・
主
婦
・
商
店
で
勳
い
て

い
る
方

。
動
め
先
で
健
康
診
断
か

受
け
ら
れ
な
い
方
、
健
康
診
断
を

受
け
る
機
会
の
少
な
い
方
、
そ
の

ほ
か
、
せ
き
・
た
ん
・
微
熱
・
寝

汗
な
ど
の
続
い
て
い
る
方
は
特
に

必
要
で
す

。

検
査
内
容
　
こ

ク
ス
線
間
接
撮
彫
(

十
六
歳
以
上
)

、
血
圧
測
定
、

尿
検
査
(
糖
・
蛋
白
・
ウ
ロ
ビ
リ

ノ
ー
ゲ
ン
)
、
歯
科
検
診
(
三
十

歳
以
上
)

費
用
　

無
料

受
付
時
間
　

午
後
二
時
丈
二
時
三
十

分
実
施
日
・
会
場
　
左
表
の
と
お
り

当
日
の
ご
注
意
　
旧
エ
'
ク
ス
線
撮

影
を
行
な
い
ま
す
の
で
、
金
具
類

の
つ
い
て
い
な
い
下
着
を
着
用
し

て
く
だ
さ
い
。
咄
会
場
に
は
、
駐

車
場
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
自
動

車
、
バ
イ
ク
等
は
ご
還
慮
く
だ
さ

い
。
凶
必
ず
上
ぱ
き
を
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。
(
除
く
保
健
所
・
保

健
相
談
所
)

※
検
査
の
結
果
、
疑
わ
し
い
方
は
、

後
日
精
密
検
査
を
受
け
て
い
た
だ
き

ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先
　
区
役
所
保
健
予
防

係
・
足
立
保
健
所
(

　
(
四
〇
-

五
一
四
一
)
・
千
住
保
健
所
(
　
(
(
(
-

四
二
七
七
)

妊
婦
健
康
診
査
を

受
け
ま
し
ょ
う

妊
婦
の
方
は
、
母
体
の
健
康
を
保

ち
、
丈
夫
な
赤
ち
ゃ
ん
を
生
む
た
め

に
定
期
的
な
健
康
診
査
を
受
け
る
こ

と
が
大
切
で
す
。

区
で
は
、
そ
の
定
期
的
な
健
康
診

査
の
う
ち
、
妊
娠
前
期
に
一
回
、
後

期
に
一
回
の
健
康
診
査
を
無
料
で
受

け
ら
れ
る
「
妊
婦
健
康
診
査
受
診
票
」

を
交
付
し
て
い
ま
す
。

こ
の
受
診
票
は
、
妊
娠
届
を
し
た

と
き
に
、
母
子
健
康
手
帳
と
い
っ
し

ょ
に
さ
し
あ
げ
る
保
健
バ
ッ
ク
の
中

に
入
っ
て
い
ま
す
。

妊
娠
し
た
と
思
っ
た
ら
。
妊
娠
届

を
出
し
ま
し
I
つ
。
医
師
の
診
断
書

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
受
診
票
を
利
用
し
て
、
健
康

な
赤
ち
ゃ
ん
を
生
む
よ
う
心
が
け
て

く
だ
さ
い
。

妊
娠
届
の
受
付
は
各
出
張
所
・
区

役
所
保
健
予
防
係
へ
ど
う
ぞ
。

問
い
合
わ
せ
先
　
区
役
所
保
健
予
防

係

働
い
て
い
る
妊
婦
の
方
へ

母

親

学

級

お
仕
事
を
お
持
ち
の
妊
娠
し
て
い

る
方
の
た
め
に
、
一
日
で
終
了
す
る

母
親
学
級
を
開
催
し
ま
す
。

希
望
と
期
待
を
も
っ
て
、
健
康
な

赤
ち
ゃ
ん
を
生
む
こ
と
に
よ
り
、
平

和
で
幸
せ
な
家
庭
生
活
を
築
き
ま
し

ょ
う
。

日
時
　
九
月
十
七
日
(
土
)
午
後

一
時
?
四
時

場
所
　
千
住
保
健
所

定
員
　
二
十
五
名

申
込
方
法
　
九
月
十
四
日
(
水
)
ま

で
に
電
話
で
千
住
保
健
所
へ
。

問
い
合
わ
せ
先
　
千
住
保
健
所

(
(
(
-
四
二
七
七

ご
協
力
く
だ
さ
い

足
立
で
　
買
お
う

食
べ
よ
う
　
頼
も
う

皆
さ
ん
の
健
康
の
敵

肥
満
と
貧
血
を
な
く
そ
う

栄
養
指
導講

習
会

<
足
立
保
健
所
>

テ
ー
マ
　
夏
バ
テ
回
復
の
食
生
活

日
時
　
九
月
二
十
二
日
(
木
)
午

後
一
時
三
十
分
?
三
時
三
十
分

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
　
足
立
保
健

所

　
(
四
〇
-
五
一
四
一

<
東
和
保
健
相
談
所
>

テ
ー
マ
　
肥
滴
予
防
の
食
生
酒

日
時
　
九
月
十
九
日
(
月
)
・
二
十

六
日
(
月
)
・
十
月
三
日
(
月
)

時
問
は
い
ず
れ
も
、午
後
一
時
三

十
分
?
四
時

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
　
東
和
保
健

相
談
所

　
六
〇
六
-
四
一
七
一

保
健
栄
養
学
級
を

開
催
し
ま
す

日
時
　
九
月
十
二
日
(
月
)
・
十
九

日
(
月
)
・
二
十
六
日
(
月
)

時
間
は
、い
ず
れ
も
午
後
一
時
三

十
分
?
四
時

場
所
　
千
住
保
健
所

内
容
　
肥
満
・
貧
血
の
原
因
と
予
防

に
つ
い
て
の
話
、予
防
食
の
調
理

実
演
、す
ぐ
で
き
る
運
動
、体
操

実
技

定
員
　
四
十
名
(
定
員
に
な
り
次
第

締
切
り
)

申
込
方
法
　
(
ガ
キ
に
住
所
・
氏
名

・
年
齢
・
電
話
番
号
を
記
入
の
う

え
、千
住
保
健
所
(
〒
Ⅲ
千
住
仲

町
七
六
)
ま
で
お
送
り
く
だ
さ

い
。

問
い
合
わ
せ
先
　
千
佳
保
健
所

(
(
(
-
四
二
七
七

育
児
相
談

日
時
　
毎
月
第
一
・
第
二
水
曜
日

(
九
月
は
七
日
・
十
四
日
)
午
前

九
時
?
十
時
三
十
分

場
所
　
江
北
保
健
相
談
所

内
容
　
身
体
測
定
・
育
児
と
栄
養
指

導
持
参
す
る
も
の
　
母
子
健
康
手
帳
・

お
む
つ

問
い
合
わ
せ
先
　
江
北
保
健
相
談
所

(
九
六
-
四
〇
〇
四

精
神
衛
生
相
談

日
時
　
九
月
(
日
(
木
)

午
後

】

時
三
十
分
主
一
時
三
十
分

場
所
　
江
北
保
健
相
談
所

担
当
　
専
門
医

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
　
江
北
保
健

相
談
所

　
(
九
六
-
四
〇
〇
四

区民健康診断実施日・会場

毎 月20 日 は

「青少年健全育成の日」

区
で
は
、
昭
和
五
十
二
年
七
月
か
ら

毎
月
二
十
日
を
「
青
少
年
健
全
育
成
の

日
」
と
定
め
。
青
少
年
非
行
化
防
止
運

動
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
家
庭
、
地
域
な
ど
、
青
少
年

を
と
り
ま
く
人
ぴ
と
が
、
毎
月

】度
自

ら
の
生
囘
を
ふ
り
か
え
り
、
青
少
年
の

健
全
育
成
に
対
す
る
役
剖
り

を
見
つ

め
、
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
考
え
て
い
た

だ
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

次
代
を
に
な
う
若
い
芽

、
青
少
年
が

明
る
く
良
い
環
境
の
中
で

、
す
こ
亭
か

に
育
っ
て
い
け
る
よ
う
、
区
民
の
皆
さ

ん
と
と
も
に
全
力
を
か
た
む
け
、
健
全

育
成
に
努
力
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

青
少
年
問
題
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

は
、
教
育
委
員
会
青
少
年
係
へ

。

切り替えはお早めに

外国人登 録証明書

今
年
は

、
外
国
人
登
録
証
明
一

の
大

一
切
り
替
え
の
年
に
あ
た
っ
て

い
ま

す

。
あ
な
た
や
。
ご
家
族
の
切
り
替
え

の
日
を
ご
確
認
の
う
え
、
次
に
よ
り
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い

。

▽
切
り
替
え
の
期
間

切
り
替
え
最
終
日
の
三
十
日
前
か
ら

最
終
日
ま
で

▽
必
要
な
も
の

Ⅲ
外
国
人
登
録
証
明
書

叨
写
真
三
枚
(
最
近
六
か
月
以
内
に

写
し
た
も
の
。
十
四
歳
未
満
の
方

は
不
要
)

凶
旅
券
(
お
持
ち
の
方
の
み
)

▽
手
続
き
を
す
る
方

本
人
(
十
四
歳
未
満
の
方
に
つ
い
て

は
、
同
居
の
親
族
等
)

▽
場
所
・
問
い
合
わ
せ
先

区
役
所
(

一
階
)
外
国
人
登
録
係

同
和
問
題
の

理
解
の
た
め
に

同
対
審
答
申
と
特
別
措
置
法
⑩

同
和
地
区
住
民
は
、
今
日
で
も

不
安
定
な
職
業
に
従
事
す
る
人
か

多
く
、
現
に
中
学
卒
で
就
職
し
て

い
く
生
徒
か
多
い
こ
と
や
、
就
職

差
別
事
件
な
ど
就
職
の
機
会
均
等

が
保
障
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の

こ
と
が
同
和
問
題
の
中
心
的
課
題

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
心
理
的
差
別
と
実
態
的
差

別
と
は
、
た
が
い
に
原
因
と
な
り

結
果
と
な
っ
て
作
用
し
あ
い
、
関

係
し
あ
っ
て
、
差
別
を
つ
き
つ
き

と
生
み
だ
し
て
い
く
こ
と
に
な
る

の
で
す
。

答
申
は
。
さ
ら
に
部
落
の
歴
史

的
形
成
の
過
程
、
部
落
の
現
状
、

解
放
へ
の
課
題
と
展
望
と
い
う
よ

う
に
書
き
つ
づ
ら
れ
て
い
て
、
な

お
つ
き
の
よ
う
な
「
同
和
対
策
具

体
策

」
を
提
起
し
て
い
ま
す

。

環
境
改
書
に
関
す
る
対
策

目
社
会
福
祉
に
関
す
る
対
策

白
産
業
・
職
業
に
関
す
る
対
策

四
教
育
問
題
に
関
す
る
対
策

凶
人
権
問
題
に
関
す
る
対
策

◎
同
和
問
題
に
関
す
る
、問
い
合

わ
せ
は
。
区
役
所
同
和
対
策
担

当
へ

。
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戸籍の謄・抄本

本庁舎・第二庁舎
どちらでもとれます

十
月
初
旬
か
ら
、
戸
篇
の
膾
・
抄

本
の
写
し
は
、
足
立
区
に
本
籍
が
あ

る
方
な
ら
、
本
庁
舎
・
第
二
庁
舎
の

ど
ち
ら
で
も
。
受
け
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

戸
籍
の
　
轄
区
域
は
、
本
庁
舎
と

第
二
庁
舎
に
分
か
れ
て
い
る
た
め
、

い
ま
ま
で
は
、
そ
の
管
轄
す
る
庁
舎

へ
行
か
な
け
れ
ば
、
戸
籍
関
係
の
証

明
の
請
求
が
で
き
ず
に
、
区
民
の
皆

さ
ん
に
は
、
ご
不
便
を
お
か
け
し
て

い
ま
し
た
。

区
で
は
、
こ
の
よ
う
な
不
便
を
解

消
す
る
た
め
に
、
こ
の
ほ
く

模
写

竃
送
装
置
(
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
)
を
導

入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
の
導
入
に
よ

り
、足
立
区
内
に
本
糧
の
あ
る
方
は
、

管
轄
区
域
に
か
か
わ
ら
ず
、本
庁
舎
、

第
二
庁
舎
の
ど
ち
ら
に
申
謂
さ
れ
て

も
。
受
け
る
こ
と
か
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
す

。

▼
使
用
開
始
は
、十
月
初
旬
の
予
定
。

▼
足
立
区
に
本
籍
の
あ
る
方
に
限
り

ま
す
。

問
い
合
わ
せ
は
、
区
役
所
第
一
戸

篇
係
ま
た
は
。
第
二
戸
籍
係
へ
。

幼
稚
園
の

保
育
料

減
免され

ま
す

足
立
区
内
に
住
み
、
公
立
幼
稚
園

な
ら
び
に
認
可
さ
れ
て
い
る
幼
稚
園

に
。
六
月

】日
現
在
、
四
歳
児
・
五

歳
児
を
通
圜
さ
せ
て
い
て
、下
表
に

該
当
す
る
家
庭
は
保
育
料
か
減
免
さ

れ
ま
す
。

▽
四
歳
児
…
昭
和
四
十
七
年
四
月
二

日
?
四
十
(
年
四
月
一
日
生

▽
五
歳
児
…
昭
和
四
十
六
年
四
月
二

日
?
四
十
七
年
四
月
一
日
生

こ
れ
は
経
済
的
負
担
タ
ー減
ら
し

、

幼
稚
園
へ
の
就
園
を
奨
励
す
る
た
め

に
設
け
ら
れ
た
制
度
で
、
手
続
き

は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

申
請
手
続
　

申
込
用
紙
は
、
各
幼
稚

園
に
備
え
て
あ
り
ま
す

。
必
要
事

項
を
記
入
の
う
え
、
昭
和
五
十
二

年
度
の
区
民
税
課
税
証
明
書
な
ど

を
添
え
て
、
九
月
二
十
日
(
火
)

ま
で
に
。
各
幼
稚
園
畏
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
は
、
教
育
委
員
会
幼

児
教
育
担
当
へ

。

減免される限度額

飛
入
り
歓
迎

区
民
大
運
動
会

お
子
さ
ん
か
ら
お
年
寄
ま
で
楽
し

め
る
よ
う
、
数
多
く
の
種
目
を
用
意

し
て
、
家
族
ぐ
る
み
で
の
ご
参
加
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

日
時
　
十
月
十
日
(
月
)
体
育
の
日

午
前
九
時
?
午
後
三
時
三
十
分

雨
天
の
と
き
は
、
十
六
日
(
日
)

に
順
延
に
な
り
ま
す

場
所
　
区
営
千
住
新
橘
グ
ラ
ン
ド

九
月
二
十
日
オ
ー
プ
ン
　

大
谷
田
児
童
館
老
人
館

区
で
七
番
目
の
児
童
館
と
四
番
目

の
老
人
館
か
、
九
月
二
十
日
に
開
館

し
ま
す
。

児
童
館
の
な
か
に
は
、
図
一

室
・

音
楽
室
・
工
作
室
な
ど
か
あ
り
、
自

由
に
利
用
で
き
ま
す
。

ま
た
、
留
守
家
庭
児
童
の
小
学
校

低
学
年
を
対
象
と
し
た
、
学
童
保
育

室
も
あ
り
ま
す

。

老
人
館
に
は
舞
台
付
大
広
間
・
男

女
各
浴
室
・
娯
楽

室
等
が
あ
り
ま

す
。
ど
う
ぞ
、
お
気
軽
に
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

名
称
　
大
谷
田
児
童
館
・
老
人
館

所
在
地
　
大
谷
田
一
丁
目

】
-一
丁

一
〇
一

電
話
　
架
設
中

交
通
　
国
鉄
亀
有
駅
か
ら
六
木
団
地

行
バ
ス

大
谷
田
五
丁
目
下
車
徒

歩
五
分

さ
さ
さ
右
開
館
を
待
つ
ば
か
り
の
田

児
實
館
・
老
人
館

心身障害の方の

福祉電話を
どうぞ

区
で
は
、
重
度
心
身
陣
害
者
を
か

か
え
て
い
る
世
帯
に
、竜
話
を
お
貸

し
し
て
い
ま
す
。

資
格
要
件
　
日
常
生
活
に
電
話
が
必

要
で
、
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る

世
帯

▽
足
立
区
に
住
所
か
あ
る
世
帯

▽
現
に
I
話
を
も
っ
て
い
な
い
世
帯

▽
陣
害
の
程
度
か
、身
体
障
害
者
手

帳
一
級
ま
た
は
、愛
の
手
帳
】度

の
方
、
お
よ
び
こ
れ
に
準
ず
る
重

度
の
障
害
を
有
す
る
方
の
い
る
世

帯
▽
生
活
保
護
法
の
生
活
扶
助
を
受
け

て
い
る
か
、
住
民
税
均
等
割
以
下

の
世
帯

申
請
に
必
要
な
も
の
　
世
帯
全
員
の

住
民
票
の
写
し
、
身
障
者
手
帳
・

愛
の
手
帳
ま
た
は
診
断一

、印
か

ん
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
　
区
役
所
援

護
係

交
通
事
故
の
な
い
町
へ

一
人
一
人
が
正
し
い
交
通

交
通
安
全
は
ゆ
ず
り
合
い
か
ら

足
立
区
は
都
内
で
も
交
通
事
故
の

多
い
地
域
で
す
。

一
人
一
人
か
正
し
い
交
通
規
則
と

交
通
道
徳
を
身
に
つ
け
、
悲
惨
な
交

通
事
故
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
、
十
分

注
意
し
ま
し
I

つ
。

人
も
車
も
お
互
い
に
や
さ
し
い
心

づ
か
い
を
し
て

、
安
全
C
さ
わ
や
か

な
交
通
を
し
ま
し
ょ
う
。

ぶ
先
へ
ど
う
ぞ
、
あ
り
が
と
う
、

い
つ
も
さ
わ
や
か
、二
二
コ
連
慙

自
転
車
も
降
り
て
渡
ろ
う

横
断
歩
遭

最
近
、
道
路
を
横
断
す
る
と
き
の

自
転
車
事
故
が
急
増
し
て
い
ま
す

。

自
転
車
を
ご
利
用
の
皆
さ
ん
、
道

路
を
横
断
す
る
と
き
は
、
信
号
の
あ

る
所
を
自
転
車
か
ら
降
り
て
度
り
ま

し
ょ
う
。

ま
た
、
自
転
車
利
用
の
方
は
次
の

こ
と
を
守
り
ま
し
ょ
う

▽
自
転
車
は
後
方
に
も
気
を
配
り
ま

し
ょ
う

▽
横
断
歩
道
、踏
切
、人
通
り
の
多

い
所
、
急
な
坂
道
は
自
転
車
か
ら

降
り
ま
し
ょ
う

▽
片
手
運
転
、
手
放
し
運
転
、
二
人

乗
り
、
重
い
荷
物
は
危
険
で
す

▽
自
転
車
に
乗
る
と
き
、
裏
通
り
や

狹
い
道
路
の
交
差
点
で
は
、
必
ず

止
ま
っ
て
左
右
の
安
全
を
確
認
し

ま
し
ょ
う

子
供
た
ち
に
と
っ
て
、楽
し
か
っ

た
夏
休
み
が
終
わ
り
、気
の
ゆ
る
み

か
ら
く
る
、敵
漫
な
心
を
ひ
き
し

め
、交
通
事
故
の
な
い
明
る
い
足
立

区
を
つ
く
り
あ
げ
ま
し
I
つ
。

自
転
車
利
用
の
自
粛
を

街
の
玄
関
で
あ
る
駅
前
広
場
は
、

自
転
車
の
洪
水
と
な
り
、
交
通
対
策

上
深
刻
な
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す

。

近
距
離
(
徒
歩
十
分
程
度
)
に
お

住
ま
い
の
方
は
、
自
転
車
利
用
の
自

粛
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

英
会
話
・

ギ
タ
ー
教
室

教
育
セ
ン
タ
ー

英
会
話
教
室

日
時
　
十
月
百
～
三
月
十
(
日

の
毎
週
土
曜
日
午
後
四
時
?

五
時
三
十
分

対
象
　
高
校
生
以
上
の
区
民
(
初

心
者
)

定
員
　
四
十
名

英
会
話
ク
ラ
ブ

日
時
　
十
月
一
日
?
三
月
十
(
日

の
毎
週
土
曜
日

午
後
二
時
三

十
分
圭
二
時
三
十
分

対
象
　
区
内
中
学
二
・
三
年
生

定
員
　
四
十
五
名

ギ
タ
ー
教
室

日
時
　
十
月
一
日
上
二
月
十
(
日

の
毎
週
土
曜
日

午
後
六
時
?
　
(

時

対
象
　
b
中
学
生
以
上
の
区
民
(
初
　

心
者
)

定
員
　
五
十
名

申
込
方
法
　
各
科
目
と
も
、往
復
(

ガ
キ
に
、
科
目
・
住
所
・
氏
名
・

年
齢
・
学
校
名
(

英
会
話
ク
ラ
ブ

の
み
)

を
記
入
の
う
え
、
教
育
セ

ン
タ
ー
(
〒
Ⅲ
竹
の
塚
二
丁
目
二

五
-
ニ

ー
　
　
(
五
〇
-
(

【
〇

】)
へ
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。(

九
月
(
日
の
消
印
ま
で
有
効
)

家
具
チ
ャ
リ
テ
ィ

バ
ザ
ー
ル

足
立
家
具
組
合
連
合
会
で
は
、
足

立
区
の
後
援
で
、
区
内
の
地
場
産
業

を
区
民
の
皆
さ
ん
に
認
識
し
て
い
た

だ
く
た
め
に
、
家
具
チ
ャ
リ
テ
ィ
バ

ザ
ー
ル
を
開
き
ま
す
。

区
内
メ
ー
カ
ー
製
造
の
家
具
を
展

示
し
、
ご
希
望
の
方
に
は
、
安
価
で

お
も
と
め
い
た
だ
き
ま
す
。

こ
の
催
し
の
、
売
り
上
げ
の
一
部

は
、
社
会
福
祉
施
設
に
寄
付
さ
れ
ま

す
。

日
時
　
九
月
(
日
(
木
)
?
九
日

(
金
)
午
前
九
時
?
午
後
五
時

場
所
　
産
業
振
興
館
・
二
階
ボ
ト
ル

(
区
役
所
と
な
り
)

問
い
合
わ
せ
先
　
区
役
所
商
工
係

区 民 カ レ ン ダ ー
( 9月5日～10月4日)

行 事 ・ 催 し 物

たばこは区内で
買いましょう

掲
示
板

受
講
生
募
集

茶
道
・
着
付
・
料
理
教
室
な
ど

花
畑
区
民
セ
ン
タ
ー

科
目
　
着
付
・
料
理
・
手
芸
・

籘
工
芸
・
陶
芸

東
都
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー

科
目
　
茶
席
の
作
法
(
初
心
者
)

費
用
　
無
料
(
教
材
費
と
し
て
、

料
理
・
=三
千
円
、
譟
工
芸
・・・
二

千
円
、
陶
芸
上
(
百
円
)

申
込
み
　
九
月
六
日
(
火
)
か
ら

各
会
場
へ
、竜
話
で
お
申
込
み

く
だ
さ
い
。

▽
花
畑
区
民
セ
ン
タ
ー
　
　
(
五

〇
-
二
六
一
七

▽
東
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー

六
〇
五
-
七
一
〇
一

※
日
程
、
時
間
、
内
容
な
ど
、
く

わ
し
く
は
、
各
セ
ン
タ
ー
へ
、お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ド
レ
ミ
フ
ァ
ク
ラ
ブ

本
木
東
児
童
館

二
期
目
の
ド
レ
ミ
フ
ァ
ク
ラ
ブ

は
九
月
か
ら
十
二
月
ま
で
で
す
。

新
し
い
ク
ラ
ブ
員
二
十
名
を
募

集
し
ま
す

。

九
月
二
日
か
ら
、毎
週
金
曜
日

。

午
後
三
時
三
十
分
か
ら
で
す
。

対
象
は
、
小
学
生

。

申
込
先
　
本
木
東
児
童
館

　
(

四
九
上
二
〇
〇
五

野
球
場
抽
せ
ん
日
が

変
わ
り
ま
す

九
月
の
野
球
場
抽
せ
ん
日
は
、

十
二
日
(
月
)
と
な
っ
て
い
ま
し

た
が
、
会
場
の
都
合
に
よ
り
、
十

日
(
土
)
に
変
更
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

会
鳩
は
従
来
ど
お
り
産
業
振
興

館
で

。
受
付
け
は
(
時
三
十
分
か

ら
九
時
ま
で
で
す

。

秋
の
花
い
っ
ぱ
い

コ
ン
ク
ー
ル

町
や
職
場

、
学
校
な
ど
で
、
日

頃
皆
さ
ん
が
力
を
合
わ
せ
て
咲
か

せ
。
地
域
を
明
る
く
な
ご
や
か
に

し
て
い
る
花
壇
を
対
象
に
、
審
査

し
ま
す
。

ま
た
、
参
加
団
体
に
は
。
秋
ま

き
用
の
草
花
の
種
子
と
球
根
を
差

し
あ
け
ま
す

。

審
査
日
は
九
月
下
旬
で
す
。
九

月
十
二
日
(
月
)
ま
で
に
、
ふ
る

っ
て
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

申
込
み
は
、
区
役
所
緑
化
係
ヘ

ー
話
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

ペ
ー
パ
ー
ク
ラ
フ
ト

教

室

日
時
　
九
月
十
三
日
(
火
)

午
前
九
時
三
十
分

場
所
　
東
部
ほ
民
福
祉
セ
ン
タ
ー

費
用
　
無
科
(
た
だ
し
、
教
材
費

と
し
て
千
円
)

申
込
み
　
一
括
で
、
東
部
区
民
福

祉
セ
ン
タ
ー
(
　
六
〇
五
!
七

一
〇
一
)
へ
。

区
民
フ
ォ
ー
ク

ダ
ン
ス
の
夕
ベ

日
時
　
九
月
(
日
(
木
)
・
二
十

二
日
(
木
)
午
後
六
時
三
十

分
～
九
時

場
所
　
千
寿
第
三
小
学
校
体
育
館

参
加
費
　
艇
科
(
初
心
者
歓
迎
)

連
絡
先
　
足
立
区
フ
ォ
ー
ク
ダ
ン

ス
連
盟
　
八
(
一
-
九
〇
六
五

毎
月
第
三
日
日
曜
日
は
「

家
庭
の
日
」で
す

ご
家
族
そ
ろ
っ
て

、
た
の

し
く
話
し
合
い
を
。

ご
利
用
く
だ
さ
い

都
税
相
談
コ
ー
ナ
ー

不
助
産
を
売
買
し
た
と
き
、
家

屋
の
新
築
・
増
築
し
た
と
き
に
か

か
る
税
金
の
ほ
か
、
都
税
に
つ
い

て
の
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

い
つ
で
も
、
お
気
軽
に
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

場
所
・
問
い
合
わ
せ
先
　
足
立
都

税
事
務
所
(
千
住
一
丁
目
七
二

　
(
(
二
-
三

一
こ

登
記
所
が

移
転
し
ま
す

東
京
法
務
局
城
北
出
張
所
が
、

庁
舎
改
築
の
た
め
、十
月
十
七
日

か
ら
、仮
庁
舎
へ
移
転
し
ま
す
。

仮
庁
舎
　
千
住
中
居
町
一
七
上
一

四

　
{
七
〇
-
五
二
九
}

※
仮
庁
舎
に
は
、
駐
車
場
か
あ
り

ま
せ
ん
の
で
、
車
は
ご
遠
慮
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
十
月
十
五
日
は
移

転
の
た
め
、
執
務
で
き
ま
せ
ん
の

で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

N. S. T　217, 000


